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※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。

※総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
※本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があ
ります。

※相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
※相談サービスでは、ご相談の結果、相談先の提携業者より有料サービ
スをご紹介する場合があります。

（注）メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下
のとおりとなります。

※保険期間の初日から１年ごとに10回までご利用可
能です。

※弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さま
のご負担となります。

※税理士に正式に依頼される場合の費用は、お客さま
のご負担となります。

（注）専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の
玄関ドアを含みます。
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居住建物内（専有・占有部分）の水まわりトラブ
ル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料
で行います。

居住建物内（専有・占有部分（注））の玄関かぎ紛
失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠等を
無料で行います。

すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキング
に強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご
紹介します。

次のような健康・医療に関するさまざまなご相
談に対して、電話でお応えします。
●カウンセラー（保健師、看護師など）による日
常生活での健康相談

●医師による医療相談
●臨床心理士によるメンタルヘルスの相談（注）

●医療機関情報などの提供

介護に関するさまざまなご相談に対して、電話
でお応えします。

すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに
関するさまざまなご相談に対して電話でお応え
します。

さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適
切なアドバイスを行います。

さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電
話で適切なアドバイスを行います。

平日：午前9時～午後7時
土曜：午前10時～午後8時
（日曜・祝日、12/29～1/4を除きます。）

●水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用（出張料お
よび作業料）が無料です。ただし、部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費
用など応急処置を超える作業費用はお客さま負担（有料）となります。

●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収
容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。

●サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの
作業となります。

●屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏
れはサービスの対象外となります。

●トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他
の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。

●トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。

●「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身
分証明（注）ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこと
があります。

　（注）顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただ
きます。

●かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない、もしくは、お
客さま負担（有料）となる場合があります。

●上記サービスは、2024年10月時点のものです。地域によってはご利用できな
い場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございますので、あら
かじめご了承願います。

●詳細につきましては、ご契約のしおりに記載の「すまいとくらしのアシスタント
ダイヤル」サービス利用規約をご参照ください。

※土・日・祝日、
　12/31～1/3を
　除きます。

充実の
サービスを
無料セット！

すまいとくらしの
アシスタントダイヤル

日常生活やお住まいのトラブルに、安心のサービスをご用意！ 以下のサービスをご利用いただけます。

0120-620-119すまいとくらしの
アシスタントダイヤル

水まわりのトラブル
応急サービス

かぎのトラブル
応急サービス

防犯機能アップ
応援サービス

健康・医療相談
サービス

介護関連相談
サービス

住宅相談サービス
（原則予約制）

法律相談サービス
（原則予約制）

※相談先の提携業者に管理等を依頼される場合の費
用は、お客さまのご負担となります。

空き家の管理、活用、売却のご相談に対して、電
話でお応えします。

空き家相談サービス
（原則予約制）

税務相談サービス
（原則予約制）

24時間
365日受付

平日
午前10時
～

午後5時

サービスご利用にあたってのご注意事項

サービスの受付時間 サービス名
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お客さまよりいただいた「よくあるご質問」の一部を記載
しています。その他のご質問に対する回答もインターネッ
トでご覧いただけます。

竜巻によって屋根瓦が破損してしまいました。この
損害は『THE すまいの保険』で補償されますか？

はい、保険の対象が建物のご契約の場合は「風災」
で補償されます。
※損害の額が自己負担額以下の場合は、保険金の
お支払対象となりません。

家財にも保険をかけたほうがいいのでしょうか？

はい、ご契約をおすすめします。
家財を保険の対象としてご契約いただくと、家具や
家電製品などの生活用の動産が、火災などの事故
や落雷や風災などの自然災害により損害を受けた
とき、その損害が補償されます。
お客さまの世帯主年齢やご家族構成により違いは
ありますが、個々の家財の評価額を積み上げると、
予想以上に高額となるケースがあります。
実際に被害に遭われて必要最低限の家財を購入
する場合でもお客さまの負担は大きいものと思わ
れます。
ぜひ、ご検討ください。 

「貴金属等」とは？

次のものをいいます。
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫
刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が
30万円を超えるもの
●稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模
型、証書、帳簿その他これらに類する物

火災保険では地震による損害は
補償されないのですか？

はい、地震保険に加入されていないと、地震・噴火
またはこれらによる津波（以下｢地震等｣といいま
す。）を直接または間接の原因とする損害は補償さ
れません。
地震による火災だけでなく、地震等を原因とする
損壊・埋没・流失による損害や火災が地震等に
よって延焼・拡大したことにより生じた損害につい
ても補償されません。

ソーラーシステムを建物に設置する場合、
保険の対象となりますか？ 

はい、保険の対象が建物のご契約で、かつ所有者
が同一の場合は補償されます。
なお、THE すまいの保険のご契約後にソーラーシ
ステムを建物に設置した場合は建物の評価額が
変更となる場合がありますので、取扱代理店まで
契約者ご本人さまよりご連絡ください。

臨時費用保険金はどのようなときに
支払われますか？ 

臨時費用保険金とは、実際に事故が起きて損害保
険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に支
払われるものです。
事故の際に必要となるさまざまな臨時の出費に当
てていただくための保険金です。
なお、臨時費用の補償の有無は、お客さまに選ん
でいただきます（P.4･P.15参照）。
※お支払いの対象となる事故を火災、落雷、破裂・
爆発のみに限定することもできます。 

携行品損害特約では、スマートフォンやノート型
パソコン、眼鏡なども補償の対象になりますか？

いいえ、補償されません。
スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット型端
末、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、ド
ローン、自動車、自転車、クレジットカード、漁具な
ど、補償の対象にならないものがありますのでご注
意ください。

すまいとくらしのアシスタントダイヤルを
利用したら、保険料が高くなりますか？

いいえ、すまいとくらしのアシスタントダイヤルを
利用しても、保険料が高くなることはありません。

火災保険の補償について、門・塀・垣しか損害を
受けなかった場合でも補償されますか？

はい、原則として補償されます。保険の対象が建物
の契約であれば、門・塀・垣も保険の対象に含まれ
ます。（門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を保険契
約申込書等に記載した場合は、補償の対象となり
ません。） ただし、お支払いの対象となる条件は
「事故の区分」と「保険金をお支払いする主な場
合」により異なりますので、詳しくはP.20をご確認
ください。

「水災」は、台風や集中豪雨による洪水などの水災
（床上浸水等）による損害を補償します。

「漏水などによる水濡れ」は、給排水設備の事故や
他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水

濡れ損害を補償します。ただし、風災・雹災・雪災、
水災の事故による損害を除きます。また、給排水設
備自体に生じた損害は補償されません。（P.20参照）

＜例：水災＞
●集中豪雨で自宅が床上浸水した。
●台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、床の張り替えが必要と
なった。
●豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

＜例：漏水などによる水濡れ＞
●天井裏の水道管が破損し水濡れ損害が発生した。
●給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損壊してし
まった。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。

「水災」と「漏水などによる水濡れ」の違いは何で
すか？

よくあるご質問
https://faq.sompo-japan.jp/
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※2024年10月1日
　からご利用可能です。

空き家
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